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平成 27年 4 月 12 日執行 川崎市議会議員選挙・神奈川県議会議員選挙・神奈川県知事選挙の概要 

（平成 27 年 1 月 23 日現在） 

項      目 川 崎 市 議 会 議 員 選 挙 神奈川県議会議員選挙 神 奈 川 県 知 事 選 挙 

1 基本的事項 

市選挙管理委員 会  

（区選挙管理委 員会）  

（法 5① ､269､令 141 の 2）

県選挙管理委員 会（法 5①）  （ 1） 選 挙管 理機 関  

（ 2） 定   数  60 人  

（法 4③、自治法 91、市議

定数選挙区条例 ）  

105 人（市内 16 人）  

（法 4③、自治法 90、県議

定数選挙区条例 ）  

1 人  

（ 3） 選 挙 権 日 本 国 民 た る 年 齢 満 20

年以 上の者 で、 川崎市 に引

き続き 3 か 月以上住所を有

する者  

ただ し、選 挙 権行使 のた

めに は選挙 人名 簿登録 が要

件と なるた め、 選挙時 登録

の基 準日現 在で 、 3 か 月の

住所 要件を 満た してい なけ

ればならない 。（法 9②、42、

自治法 18）  

 日本国民たる 年齢満 20 年 以上の 者で、 県内の市町村に

引き 続き 3 か月 以上住所を有 する 者及びそれらの者で 1

回だけ県内の市 町村に 住所を 移した者  

 ただし、選挙権行使のため には選 挙人名 簿登録が要件と

なるため、選挙時 登録の 基準日現在で、3 か月の住所要件

を満たしていな ければ ならな い。  

（法 9②④、 42、自 治法 18）

（ 4） 被選挙権  日本 国民で 川崎 市議会 議

員の 選挙権 を有 する年 齢満

25 年 以上の 者（平成 2 年 4

月 13 日生まれまで）（法 10

① V、自治法 19①）  

日本 国民で神奈 川県議会

議員 の選挙権を 有す る年齢

満 25 年以上の 者（ 平成 2

年 4 月 13 日生まれまで）（法

10①Ⅲ、自治法 19①）  

日本国民で年齢 満 30 年以

上の者（住所要件なし、昭和

60 年 4 月 13 日生ま れまで）

（法 10① Ⅳ、自治法 19②）

（ 5） 選  挙  区  7 選挙区（各区 1 選 挙区）

（法 12④、15）

市内 7 選挙区（各区 1 選

挙区）（県内 49 選挙区）（法

12① 、 15、県議 定数 選挙区

条例、特例条例 ）  

神奈川県の区域  

（法 12③ ）

（ 6） 投  票  区  市内 162 投票区  

（川崎区 29、幸区 19、中原区 26、 高津区 23、宮前区 22、多摩区 24、 麻生区 19）  

（法 17）

（ 7） 開  票  区  市内 7 開票区（各区 1 開票区 ）県内 58 開票区  （法 18、令 141 の 2）  

（ 8） 選 挙 人 名 簿 登 録

者数等  

①  平成 26 年 12 月 2 日現在選挙人名簿登録者数 川 崎 市  

 川 崎 区  

 幸  区  

 中 原 区  

 高 津 区  

 宮 前 区  

 多 摩 区  

 麻 生 区  

1,167,620 人  

178,244 人  

129,062 人  

195,895 人  

178,664 人  

178,473 人  

168,571 人  

138,711 人  

  神 奈 川 県  7,392,433 人

②  選挙時登録  

【 知 事 選 挙 】 ＊基準日  年齢  4 月 12 日    ＊登録日  3 月 25 日  

     住所  3 月 25 日  

＊基準日  年齢  4 月 12 日    ＊登録日  4 月 2 日  

     住所  4 月 2 日  

【市議・県議 選挙 】

③  被登録資格  

【 年 齢 要 件 】 平成 7 年 4 月 13 日以前に生まれた者  

【 住 所 要 件 】 平成 27 年 1 月 2 日以前に転入届出をし、引き続きその 市

町村に住所を有 する者  

（知事選挙（ 3 月 25 日）、市 議・県 議選挙（ 4 月 2 日）と

2 回の選挙時登録が あるが、市議・県議選挙の登録者も 各選

挙の投票資格を 有する 。）  
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項      目 川 崎 市 議 会 議 員 選 挙 神奈川県議会議員選挙 神 奈 川 県 知 事 選 挙 

（ 9） 任 期 満 了 日  平成 27 年 5 月 2 日  

（法 258、自治法 93）

平成 27 年 4 月 29 日  

（法 258、自治法 93）

平成 27 年 4 月 22 日  

（法 259、自治法 140）

（ 10） 選 挙 期 日  平成 27 年 4 月 12 日（ 日）（特例法 1）  

（ 11） 選挙期日の告示 平成 27 年 4 月 3 日  

（特例法 2、法 33⑤ ）

平成 27 年 4 月 3 日  

（特例法 2、法 33⑤ ）

平成 27 年 3 月 26 日  

（特例法 2、法 33⑤ ）

（ 12） 立候補届出期間 平成 27 年 4 月 3 日（告示

日）のみ（法 86 の 4）  

平成 27 年 4 月 3 日（告示

日）のみ（法 86 の 4）  

平成 27 年 3 月 26 日（告示

日）のみ（法 86 の 4）  

（ 13） 立候補の方法  候 補 者 又 は そ の 推 薦 人 が 郵 便 等 に よ る こ と な く 、 文 書 で 選 挙 長 に 届 け 出 る 。

（法 86 の 4①②）

（ 14） 投 票 方 法   投票用紙（薄 ｵﾚﾝｼﾞ色地に

黒字印刷）に候 補者 1 人の

氏名を自書する 。（法 46① ）

投票 用紙（白色 地に黒字

印刷）に候補 者 1 人の氏名

を自書する。（法 46①）  

投票用紙（薄黄色地に黒字

印刷）に候補者 1 人の氏名を

自書する。（法 46① ）  

（ 15） 期日前投票期間 告示日の翌日（ 4 月 4 日）から選挙期日の前日（ 4 月

11 日）ま で  

（法 48 の 2、 48 の 2③読替法 39）

告示日の翌日（ 3 月 27 日）

から選挙期日の 前日（ 4 月 11

日）まで  

（法 48 の 2、 48 の 2③読替

法 39）  

（ 16） 不在者投票期間 告示日の翌日（ 4 月 4 日）から選挙期日の前日（ 4 月

11 日）ま で（法 49、令 56～ 59 の 5 の 2）  

告示日の翌日（ 3 月 27 日）

から選挙期日の 前日（ 4 月 11

日）まで（法 49、令 56～ 59

の 5 の 2）  

 た だし、投票 用紙等の交付請求は、告示日前からできる（郵便等投票のための請求は、

選挙期日前 4 日（ 4 月 8 日）まで）                     （令 59 の 4）

（ 17） 当選人決定方法 得票 の多い 順に選挙 すべ

き数 まで（た だし、法 定得

票数 に達しな かった者 は除

く。）（法 95①Ⅲ）  

得票 の多い 順に 選挙す べ

き数 まで（ ただ し、 法定得

票数 に達し なか った 者は除

く。）（法 95①Ⅲ）  

有効投票の最多数を得た者

（1 人）をもって当選人とする。

（ただし、法定得票数に達しな

かった者は除く。）（法 95①Ⅳ）

（ 18） 供  託  金  50 万円（法 92① V）  60 万円（法 92①Ⅲ）  300 万円（法 92①Ⅳ） 

（ 19） 供 託金 の没 収  有 効 投 票 総 数
×

1

選挙区内議員定数 10

に達しない者  

（法 93① Ⅲ）

有 効 投 票 総 数
×

1

選挙区内議員定数 10

に達しない者  

（法 93① Ⅲ）

有 効 投 票 総 数 ×
1

10

に達しない者  

（法 93① Ⅳ）

（ 20） 法 定 得 票 数  有 効 投 票 総 数
×

1

選挙区内議員定数 4

以上（法 95①Ⅲ）  

有 効 投 票 総 数
×

1

選挙区内議員定数 4

以上（法 95①Ⅲ）  

有 効 投 票 総 数 ×
1

4

以上（法 95①Ⅳ）  

2 選挙運動 

（ 1） 選 挙 事 務 所  1 箇所（法 131①Ⅴ）  1 箇所（法 131①Ⅴ）  2 箇所（法 131①Ⅳ、令 109

②、別表 4）  

（ 2） 自 動車 ・船 舶  1 台（隻 ）（ 供託金没収者

を除 き自動 車の 費用公 費負

担）（法 141①Ⅰ⑧、市公費

負担条例）  

1 台（ 隻）（供託金没収者

を除 き自動車の 費用 公費負

担）（法 141①Ⅰ ⑧、県公費

負担条例）  

1 台 （隻）（供託金没収者

を 除 き 自 動 車 の 費 用 公 費 負

担）（法 141①Ⅰ ⑧、県公費

負担条例）  

（ 3） 拡  声  機  1 そ ろい （携帯用の ものを含む）。ただ し、個人演 説会の開催 中は、その会 場にお い

て別に 1 そろい 使用で きる。（法 141①）  

（ 4） 選 挙 運 動 用 通 常

葉書  

4,000 枚（ 郵送 料無料 ）

（法 142①Ⅴ）

8,000 枚（郵送 料無料）

（法 142①Ⅳ）

77,500 枚（ 郵送料無 料）

（法 142①Ⅲ）

（ 5） 選 挙 運 動 用 ビ ラ  制度なし  制度なし  2 種類以内  

300,000 枚以内  

29.7cm×21cm 以 内 （ 供 託

金 没 収 者 を 除 き 作 成 費 用 公

費負担 ）（法 142①Ⅲ、⑧⑪、

県公費負担条例 ）  
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項      目 川 崎 市 議 会 議 員 選 挙 神奈川県議会議員選挙 神 奈 川 県 知 事 選 挙 

（ 6） 選 挙 運 動 用 ポ ス

ター  

（ 42cm×30 ㎝以

内、タブロイド ﾞ

型）  

ポス ター掲 示場 ごと に 1

枚（ 供託金 没収 者を除 き作

成の費用公費負 担）（法 143

①Ⅴ④⑮、 144④、 144 の 2

⑧、 市ポス 掲条 例、市 公費

負担条例）  

ポス ター掲示場 ごとに 1

枚（ 供託金没収 者を 除き作

成の費用公費負 担）（法 143

①Ⅴ④⑮、 144④、 144 の 2

⑧、 県ポス掲条 例、 県公費

負担条例）  

ポ ス タ ー 掲 示 場 ご と に 1

枚（供託金没収者を除き作成

の費 用公費負担）（法 143①

Ⅴ③ ⑮、 144④、 県公費負担

条例）  

 【ポスター掲示 場設置 数】  

 川崎区 229、幸区 152、中原 区 209、高津区 188、宮前区 180、多摩区 191、麻生区 153、

市計 1,302 

（ 7） 個 人 演 説 会 告 知

用ポスター  

（ 42cm×10 ㎝以

内）  

  制 度なし（選挙運動用ポ

ス ター を利 用 し て告 知す る

ことができる 。）  

制度なし（選挙運動用ポ

ス タ ー を 利 用 し て 告 知 す

ることができる 。）  

ポ ス タ ー 掲 示 場 の 選 挙 運

動 用 ポ ス タ ー の 掲 示 区 画 に

あわせて 1 枚だ け（供託金没

収 者 を 除 き 作 成 の 費 用 公 費

負担）（法 143①Ⅳの 2③⑪⑫

⑮、県公費負担 条例）  

（ 8） 個 人 演 説 会 の 開

催  

回数制限なし。  

た だ し、 公 営施 設使 用 の

演説会は、開催 日前 2 日ま

で に施 設所 在 地 の区 選挙 管

理委員会に申出 をする 。  

（法 161、163、164）

回数制限なし。  

ただし、公営施設使用の

演説会は、開催日前 2 日ま

で に 施 設 所 在 地 の 区 選 挙

管理委員会に申 出をす る。

（法 161、163、164）

回数制限なし。  

ただし 、公営施設使用の演

説会は 、開催日前 2 日までに

施 設 所 在 地 の 区 選 挙 管 理 委

員会に申出をす る。  

会場前には、県選管の交付

す る 表 示 板 を 取 付 け た 立 札

又は 看板を必ず 1 枚は掲示

（法 161、 163、 164、 164 の

2①②）  

（ 9） 街 頭 演 説 （標旗） 1 流  交付 された標 旗を掲 げ、そ の場に とどまって行う。  

（法 164 の 5①Ⅰ② ③）

（時間）午前 8 時から 午後 8 時まで（法 164 の 6①）  

（ 10） 乗 車・ 乗船 章  4 枚                               （ 法 141 の 2）

（ 11） 選 挙運 動員 章  11 枚                              （法 164 の 7）

（ 12） 新 聞 広 告 2 回以内（有料）  

横 9.6cm 縦 2 段組 以内

  （法 149④、規則 19① ）

2 回以内（有料）  

横 9.6cm 縦 2 段組 以内

（法 149④、規則 19①）

4 回以内（無料）  

横 9.6 ㎝  縦 2 段組以 内  

（法 149④⑥、規則 19①）

（ 13） 政 見 放 送 制度なし  

（実施できない 。）  

制度なし  

（実施できない 。）  

①放送回数  計 8 回（ 無料）

NHK テ レビ 2 回、ラジオ 2

回  

（ 民 放 ） テ レ ビ 神 奈 川 3

回 、 ラジ オ日 本 1 回（ 法

150③、令 111 の 4④、実

施規程 2⑤⑥⑦、別表 1）

②放送時間  

1 回当たり 5 分 30 秒以内

（実施規程 3）
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項      目 川 崎 市 議 会 議 員 選 挙 神奈川県議会議員選挙 神 奈 川 県 知 事 選 挙 

（ 14） 経 歴 放 送 制度なし  

（実施できない 。）  

制度なし  

（実施できない 。）  

①放送回数   

ア  NHK テレビ 1 回（法 151

②）  

イ  NHK ラジオ 概ね 5 回

（法 151②）  

ウ  テ レ ビ 政 見 放 送 を 行

う際の経歴放送  

NHK2 回  

テレ ビ神奈川 3 回（ 法

151③）  

エ  ラ ジ オ 政 見 放 送 を 行

う場合の経歴の 紹介  

NHK2 回  

ラジオ日本 1 回（ NHK の

2 回は、イの回数で 2 回

と計算される 。）（実施 規

程 4③、取扱規程 4⑤）

②放送時間  

1 回当たり 30 秒以内 （実

施規程 4②、取扱規程 4②）

（ 15） 選 挙 公 報 写真 掲載  告示日 に申請

（選 挙人名 簿に 登録さ れた

者 の 属 す る 各 世 帯 に 配 布 ）

（法 172 の 2、市公報条例 ）

写真 掲載  告示 日に申請

（選 挙人名簿に 登録 された

者 の 属 す る 各 世 帯 に 配 布 ）

（法 172 の 2、県公 報条例 ）

写 真 掲 載  告 示 日 か ら 2

日間に申請（選挙人名簿に登

録 さ れ た 者 の 属 す る 各 世 帯

に配布 ）（法 167①、 168①、

170）  

（ 16） 候 補 者 の 氏 名 等

掲示  

①  投票所にお ける掲 示  

ア  投票記載台 に候補 者氏名 及び党派別を掲示   

イ  区選挙管理 委員会 が開票 区ごとにくじで定めた順序により掲示  

（法 175①③）

②  期 日 前 投 票 所 及 び 区 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 長 が 管 理 す る 不 在 者 投 票 記 載場 所 に お け

る掲示（告示日 の翌日 から選 挙期日の前日まで）  

  ア  投票記載台に候補者 氏名及 び党派 別を掲示  

イ  区選挙管理委員会が開票 区ごと にくじ で定めた順序により掲示  （法 175②⑤）

（ 17） 特 殊 乗 車 券  制度なし  制度なし  県 内 に 通 用 す る 無 料 特 殊

乗車券 15 枚（ 法 176、国土

交通省告示）  

（ 18） 選 挙 運 動 費 用 の

支出制限額  

選挙区内選挙人名簿登録者数

選挙区内議員定 数  

×149 円  ＋ 370 万円

  ↓    ↓  

（人数割） （固定額）

（法 194、令 127）

選挙区内選挙人名簿登録者数

選挙区内議員定 数  

×83 円  ＋ 390 万円

  ↓    ↓  

（人数割） （固定額）

（法 194、令 127）

選挙区内選挙人名簿登録者数

×7 円  ＋2,420 万円

  ↓     ↓  

（人数割） （固定額）

（法 194、令 127）

（令 127②）

（ 19） 報 酬 を 支 給 す る

こ と が で き る 事

務 員 、 車 上 運 動

員 及 び 手 話 通 訳

者の数  

立候 補者の 届出 のあっ た

日か ら選挙 期日 の前日 まで

の間 で、あ らか じめ届 出を

した 者。 1 候補 者につ き 1

日 12 人。  

ただ し、異 なる 者の使 用

数は通算して 60 人以内（事

務員 、車上 運動 員（い わゆ

るう ぐいす 嬢） 及び手 話通

訳者に限る。）（ 法 197 の 2

②⑤、令 129③⑦）  

立候 補者の届出 のあった

日か ら選挙期日 の前 日まで

の間 で、あらか じめ 届出を

した 者。 1 候補 者に つき 1

日 12 人。  

ただ し、異なる 者の使用

数は通算して 60 人以内（事

務員 、車上運動 員（ いわゆ

るう ぐいす嬢） 及び 手話通

訳者に限る。）（法 197 の 2

②⑤、令 129③⑦）  

立 候 補 者 の 届 出 の あ っ た

日 か ら 選 挙 期 日 の 前 日 ま で

の間で 、あらかじめ届出をし

た者。1 候 補者につき 1 日 50

人。  

ただし 、異なる者の使用数

は通算して 250 人以内（事務

員、車 上運動員（いわゆるう

ぐいす嬢）及び手話通訳者に

限る。）（法 197 の 2②⑤、令

129③⑦）  

（ 20） 後 援 団 体 等 の 寄

附禁止  

後援団体の選挙 区内の 者への 寄附は、一部例外を除き、時期 を問わず禁止されている

が、選 挙期日 前の一定期間は、一部例外のうち の設立目 的によ り行う 行事又は事業に関

する 寄附も禁止 。候 補者の自分 の後援団体 （資 金管理団体 を除く。）への寄附 は、選挙

期日前の一定期 間禁止 。  

選挙期日前の一 定期間 とは、選挙 の期日 前 90 日（ 1 月 12 日）から選挙期日（ 4 月 12

日）まで                    （特例法 6、法 199 の 2、 199 の 5）
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項      目 川 崎 市 議 会 議 員 選 挙 神奈川県議会議員選挙 神 奈 川 県 知 事 選 挙 

（ 21） 候 補 者 等 の 政 治

活 動 用 ポ ス タ ー

掲示の禁止  

任期満了の日 の 6 月前の

日（平成 26 年 11 月 2 日）

から選挙期日（ 4 月 12 日）

まで  

任期満了の日 の 6 月前の

日（平成 26 年 10 月 29 日）

から選挙期日（ 4 月 12 日）

まで  

任期 満了の日の 6 月前の

日（平 成 26 年 10 月 22 日）

から選挙期日（ 4 月 12 日）

まで  

（ 22） 政 党 等 の 政 治 活

動 用 ポ ス タ ー 掲

示の禁止  

候 補 者 の 氏 名 又 は 氏 名 類推 事 項 が 記 載 さ れ た 政 党 等の 政 治 活 動 用 ポス タ ー に つい て

は、告示日に撤 去しな ければ ならない。  

（法 201 の 14① ）

3 政治活動
市内 各選挙 区を 通じ て 3

人以 上の所 属候 補者を 有す

る政治団体（法 201 の 8① ）

県内 各選挙区を 通じて 3

人以 上の所属候 補者 を有す

る政治団体（法 201 の 8① ）

神 奈 川 県 知 事 選 挙 の 所 属

候 補 者 又 は 支 援 候 補 者 を 有

する政治団体（法 201 の 9①）

（ 1） 確認団体の要件

（ 2） 確認書の交付申請 市選 挙管理 委員 会に申 請

し て 確 認 書 の 交 付 を 受 け

る。（法 201 の 8②）  

県選 挙管理委員 会に申請

し て 確 認 書 の 交 付 を 受 け

る。（法 201 の 8②）  

県 選 挙 管 理 委 員 会 に 申 請

して確認書の交 付を受 ける。

（法 201 の 9③）

（ 3） 政 談 演 説 会  所属候補者の 4 倍 に相当

する回数開催で きる。  

（法 201 の 8①Ⅰ）

 開 催に当 たっ ては、 市選

管に 届け出 なけ ればな らな

い。  

（法 201 の 11②）

所属候補者の 4 倍に相当

する回数開催で きる。  

（法 201 の 8①Ⅰ ）

開催 に当たって は、県選

管に 届け出なけ れば ならな

い。  

（法 201 の 11②）

衆議院（小選挙区選出）議

員の 1 選挙区ご とに 1 回（計

18 回）開 催できる。  

（法 201 の 9①Ⅰ）

開催に当たって は、県選管

に届け出なけれ ばなら ない。

（法 201 の 11② ）

（ 4） 街頭政談演説  政治 活動用 自動車 で停止

して いるも のの 車上及 びそ

の 周 囲 で 開 催 で き る 。（ 法

201 の 8①Ⅱ）  

政治 活動用自動 車で停止

して いるものの 車上 及びそ

の 周 囲 で 開 催 で き る 。（ 法

201 の 8①Ⅱ）  

政 治 活 動 用 自 動 車 で 停 止

し て い る も の の 車 上 及 び そ

の 周 囲 で 開 催 で き る 。（ 法

201 の 9①Ⅱ）  

（ 5） 政 治 活 動 用 自 動

車 （ 政 策 の 普 及

宣伝〔機関紙誌、

書 籍 及 び パ ン フ

レ ッ ト の 普 及 宣

伝を含む〕、演説

の告知用）  

確認 団体の 本部 及び支 部

を通じ て 1 台。所属候補者

が 3 人を超 える場合は、そ

の超える数が 5 人を増すご

とに 1 台追加  

（法 201 の 8①Ⅲ）

確認 団体の本部 及び支部

を通じ て 1 台。所属候補者

が 3 人を超える場合は、そ

の超える数が 5 人を増すご

とに 1 台追加  

（法 201 の 8①Ⅲ ）

確 認 団 体 の 本 部 及 び 支 部

を通じて 1 台。  

（法 201 の 9①Ⅲ）

（ 6） 政 治 活 動 用 ポ ス

ター  

（ 85cm×60cm 以

内）  

1 選挙 区ごと に 100 枚以

内。 その選 挙区 の所属 候補

者が 1 人を 超える場合、そ

の超える数が 1 人を増すご

とに 50 枚追加  

（法 201 の 8①Ⅳ）

1 選挙区ごとに 100 枚以

内。 その選挙区 の所 属候補

者が 1 人を超える場合、そ

の超える数が 1 人を増すご

とに 50 枚追加  

（法 201 の 8①Ⅳ ）

衆議院（小選挙区選出）議

員の 1 選挙区ごとに 500 枚以

内（計 9,000 枚 ）  

（法 201 の 9①Ⅳ）

（ 7） 立 札 ・ 看 板 の 類

の 掲 示 （ 規 格 制

限なし）  

①  ア  政談演 説会告 知用と して 1 政談演説会ごとに通じて 5 枚以内  

  イ  政談演 説会の 会場内 で使用するもの  

※アには、市 議選にあっては市選挙管理委員会、県議選 及び知 事選に あっては県選挙

管理委員会の定 める表 示をし なければならない。（法 201 の 11⑧）  

②  政治活動用 自動車 に取り 付けて使用するもの（枚数制限なし）（法 201 の 8①Ⅴ、

201 の 9①Ⅴ）  

（ 8） ビ ラ の 頒 布  市選 挙管理 委員会 に届け

出たもの 2 種類 以内  

     （法 201 の 8①Ⅵ）

県選 挙管理委員 会に届け

出たもの 2 種類 以内  

（法 201 の 8①Ⅵ ）

県 選 挙 管 理 委 員 会 に 届 け

出たもの 2 種類 以内  

      （法 201 の 9① Ⅵ）

（ 9） 拡 声 機 （ 政 策 の

普 及 宣 伝 〔 機 関

紙 誌 、 書 籍 及 び

パ ン フ レ ッ ト の

普 及 宣 伝 を 含

む〕、演説の 告知

用）  

政談演説会の会 場、街頭政談演説の場所及び政治活動用 自動車 の車上 における使用の

みできる。（法 201 の 8①Ⅲの 2、 201 の 9① Ⅲの 2）  

（ 10） 機 関 新 聞 紙 、 機

関雑誌の発行  

確認団体の本部 におい て直接 発行し、通常の方法で頒布するも ので 、市議選にあって

は市選挙管理委 員会 、県議選及び知事選にあっては県選 挙管理 委員会 に届け出たもの各

1 に限られ、かつ、号外、臨時 号、増刊号 その他の臨時に発行するものを除いたもの（通

常の方法につい て、読 み替え 規定等あり。）（法 201 の 15①）  
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項      目 川 崎 市 議 会 議 員 選 挙 神奈川県議会議員選挙 神 奈 川 県 知 事 選 挙 

（ 11） 連 呼 行 為  政談演説会の会場及び 街頭政 談演説 の場所並びに午前 8 時から午後 8 時ま での間に 限

り、政治活動用 自動車 の上に おいてする場合のみできる。（法 201 の 13① 1）  

（ 12） 掲 示 又 は 頒 布 す

る 文 書 図 画 の 特

定 候 補 者 の 氏 名

等掲載の禁止  

 新聞紙及び雑 誌並び にイン ターネット等を利用する方法を除き、特定の候補者の氏名

及び氏名類推事 項の記 載は禁 止される。  

（法 201 の 13① Ⅱ）

（ 13） 国 又 は 地 方 公 共

団 体 が 所 有 し 又

は 管 理 す る 建 物

に お け る 文 書 図

画の頒布の禁止

政談演説会の会 場にお いてす る場合並びに次の公共建物、文 書図画及び頒布方法を除

き、禁止される 。  

ア 公 共 の 建 物 等 ： 職員住宅、公営 住宅  

イ 文 書 図 画 ： 新聞紙及び雑誌  

ウ 頒 布 方 法 ： 郵便等又は新聞 折込み による 方法  

                              （法 201 の 13① Ⅲ）

4 参考事項
前回（平成 23 年 4月 10 日執行）

46.11％  

前回（平成 23 年 4月 10 日執行）

川崎市   46.02％  

神奈川県  47.49％  

前回（平成 23 年 4月 10 日執行）

市  46.19％  

県  45.24％  

（ 1） 投 票 率  

（ 2） 立 候 補 者 数  前回  81 人  

（総定数 60 人）  

前回  市 26 人  

（市内定数 17 人）  

前回  4 人  

（ 3） 投 票 速 報 確 定 時

刻  

前回  

4 月 10 日 午後 9 時 20 分

前回  

川崎市 4 月 10 日午後 9 時 20 分

神奈川県 4 月 10 日午後 9 時 41 分 

前回  

川崎市 4 月 10 日 午後 9 時 20 分

神奈川県 4 月 10 日午 後 9 時 41 分

（ 4） 開 票 速 報 確 定 時

刻  

前回  

4 月 11 日 午前 0 時 31 分

前回  

川崎市 4 月 11 日午前 0 時 07 分

神奈川県 4 月 11 日午前 1 時 25 分 

前回  

川崎市 4 月 11 日 午前 0 時 31 分

神奈川県 4 月 11 日午 前 1 時 25 分

（ 5） 不在者投票施設 病院  59、老人 ホーム  108、 身体障害者支援施設  4、 保護施 設  1、  

刑事施設・少年院等  0   計  172         （平成 26 年 11 月 14 日現在）

（ 6） 直 接 請 求 署 名 収

集禁止期間  

選挙の期日前 60 日（平成 27 年 2 月 11 日） から選挙の期日（ 4 月 12 日 ）まで の間  

（特例政令 2、自治令 92⑤）
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前回（第１７回統一地方選挙・平成 23 年 4 月 10 日）と変わった事項 

項   目 今   回（第 18 回）  前   回（第 1７回）  備   考

１  共通事項

(1)  投票 区 １６２箇所  １６２箇所  ±0 箇所  

(2)  選挙 人名簿登録者数 １，１６７，６ ２０人  

平成 26 年 12 月 2 日定 時登録  

１，１３９，６ ７３人  

平成 23 年 3 月 2 日定時登録  

＋ 27,949 人  

(3)  ポス ター掲示場 １ ,３０２箇所  １ ,２９３箇所  ＋ 9 箇所  

(4)  不在 者投票施設 １７２施設  

（平成 26 年 11 月 14 日現在）  

１５２施設  

（平成 23 年 2 月 18 日 現在）  

＋ 20 施設  

(5)  投票 所入場券  投 票 所 入 場 整 理 券 と し て 封 書

により世帯毎に まとめ て郵送  

投票所案内はがきとして選挙人個々に

郵送 

(6)  成 年 被後見 人の 参 政

権

 欠 格 条 項 を 削 除 し 、 選 挙 権 及

び被選挙権を回 復  

選挙権及び被選挙権を有しない 

(7)  代理 投票の要件 ・代理投票の要件 

心身の故障その他の事由により自ら公

職の候補者の氏名等を記載することが

できない選挙人 

・補助者の選定 

投票所の事務に従事する者のうちから

定める 

・代理投票の要件 

身体の故障又は文盲により自ら公職の

候補者の氏名等を記載することができ

ない選挙人 

・補助者の選定 

投票立会人の意見を聴いて、補助すべ

き者の承諾を得て定める 

２  選挙運動

イ ン タ ー ネ ッ ト 等 を 利

用 す る 方 法 に よ る 選 挙 運

動

一定の選挙運動が解禁 

・ウェブサイト等によるもの 

・（候補者、確認団体に限り）電子メ

ールによるもの 

・確認団体による当該団体の選挙運

動用ウェブサイト等に直接リンクす

る政治活動用有料インターネット広

告の掲載 

インターネット等を利用する方法

による選挙運動は、文書図画の頒布

にあたるものとして規制 

３  神奈川県議会議員選挙

定数  ・神奈川県議会議員の定数 

 １０５ 

（川崎市川崎区選挙区の定数 ２）

・神奈川県議会議員の定数 

 １０７ 

（川崎市川崎区選挙区の定数 ３）

－ 2 

－ 1 


